
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現在 令和14年度時点 将来

蒸気 蒸気 電気

環境事業部庁舎

焼却施設

給湯（シャ
ワー・浴室）

冷暖房

電力会社 動力、照明等

環境事業部庁舎

焼却施設

給湯（シャ
ワー・浴室）

冷暖房

電力会社 動力、照明等

電気焼却施設

給湯（シャ
ワー・浴室）

冷暖房

動力、照明等電力会社

環境事業部庁舎

電気

［概要版］ 西部総合処理センター焼却施設整備基本計画 
令和6年３月 

西宮市の焼却施設は、西部総合処理センター及び東部総合処理センター

の2施設体制である。このうち、平成9年9月に竣工した西部総合処理セ

ンター焼却施設は老朽化が進行したため、更新が必要となっている。この

ような状況とごみの減量を考慮し、効率よく焼却、熱利用を行うため、基

本構想で２施設を１施設に集約した新たな西部総合処理センター焼却施設

（以下、「新焼却施設」という。）を整備することと定めた。 

本計画は、地域の状況や立地条件等を考慮し、処理機能の確保、施設配

置及び搬出入車両動線等を検討するとともに、基本構想の方針を基に環境

保全目標、地球温暖化対策、プラント設備計画など、新焼却施設の具体的

な仕様を定めることを目的とする。 

 １ 施設整備基本計画策定の背景と目的 

 ３ 計画条件 

① 計画ごみ質 

西部総合処理センター及び東部総合処理センタ

ーのごみ質分析結果及び今後の分別回収の推進を

考慮した新焼却施設の計画ごみ質を以下に示す。 
 

 単位 低質ごみ 基準ごみ 高質ごみ 

低位発熱量 

（湿ベース） 
kJ/kg ６,８００  １０,２００  １３,６００  

三
成
分 

水分 % ４７.８１  ３９.５２  ３１.２４  

可燃分 % ４３.６２  ５２.１２  ６０.６２  

灰分 % ８.５７  ８.３６  ８.１４  

単位体積重量 kg/m3 １６６ １１７ ６７ 

可
燃
分
の
元
素
組
成 

炭素 %  ２８.３５   

水素 %  ３.８6  

窒素 %  ０.４７   

硫黄 %  ０.０９   

塩素 %  ０.３５   

酸素 %  １９.０0   

合 計 %  ５２.１２  

 

② 施設規模 

現時点における施設規模は次のとおりである。

今後、最新の値を反映する。 

・焼却炉 

処理能力    ：472ｔ/日（案） 

処理方式、炉数 ：ストーカ式、３炉 

・小動物専焼炉   

処理能力    ：100 kg/日以上 

 ４ 施設規模 

③ 省エネルギー・創エネルギー計画 

エネルギー回収率は23.0％以上とする。 

また、省エネ機器の導入を図る。 

例）インバータの導入 

ごみクレーン回生エネルギーの回収 

 

④ 建築物の ZEB 化の検討 

ZEB Oriented 相当が望ましいと考えるが、コストがか

かることが懸念されるため、事務室や会議室等に求める条件

として BEI 0.8 以下とし、今後の法改正や省エネ基準及び

技術動向を調査し、有効である ZEB 技術の採用を検討す

る。 

 

⑤ 太陽光発電の導入 

太陽光発電設備は、ごみピット及びプラットホームの屋根

を基本に合理的な範囲で最大容量となるように設置する。 

 

 ６ 地球温暖化対策 

① 建設予定地 

西宮市西宮浜3丁目8番 

 

本市が整備する新焼却施設の施設計画方針を以下に示す。 
 

①①①   ララライイイフフフサササイイイクククルルルコココススストトト削削削減減減ををを可可可能能能とととすすするるる施施施設設設   

②②②   適適適正正正かかかつつつ安安安定定定的的的なななごごごみみみ処処処理理理ががが可可可能能能とととなななるるる施施施設設設   

③③③   ごごごみみみ減減減量量量・・・再再再資資資源源源化化化ののの学学学習習習拠拠拠点点点とととなななるるる施施施設設設   

④④④   公公公害害害防防防止止止ややや周周周辺辺辺環環環境境境とととののの調調調和和和ににに配配配慮慮慮しししたたた施施施設設設   

⑤⑤⑤   地地地球球球温温温暖暖暖化化化対対対策策策ののの推推推進進進・・・低低低炭炭炭素素素型型型社社社会会会ののの実実実現現現ににに貢貢貢献献献すすするるる施施施設設設   

⑥⑥⑥   災災災害害害時時時にににおおおけけけるるる防防防災災災能能能力力力ににに優優優れれれたたた施施施設設設   

 

 ２ 施設計画方針 

② 都市計画の内容 

・区域区分  ：市街化区域 

・用途地域  ：準工業地域 

・都市計画決定：ごみ焼却場 

・建ぺい率  ：60% 

・容積率   ：200% 

・特別用途地区：臨海産業地区 

（西宮浜産業団地地区） 

・その他   ：建築基準法第22条 

指定区域 
 

③ ユーティリティー 

  上水・工水、下水道、電気、都市ガス、 

電話、雨水排水 

 

④ 災害指定区域の指定状況 

 ・高潮浸水：GL+1.0 以上～3.0ｍ未満 

       （最高水位TP＋5.5ｍ） 

 ・津波浸水：該当なし 

① 排ガス 

排ガスの自主基準値のうち、ばいじん、塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物については、大気

汚染防止法を十分満たす値とし、現有施設の自主基準値に対して下回る基準とする。さらに現在

の技術水準を考慮して以下のとおり定めるものとする。ダイオキシン類については、ダイオキシ

ン類対策特別措置法、水銀については大気汚染防止法の排出基準を満足するものとする。 
 

項 目 
自主 

基準値 
法規制 

既存施設 

西部 東部 

ばいじん（g/Nｍ3） 0.01 0.04 0.02 0.02 

塩化水素（ppm） 25 約 430 40 30 

硫黄酸化物（ppm） 15 K=1.17※ 20 20 

窒素酸化物（ppm） 45 250 50 50 

ダイオキシン類 

（ng-TEQ/Nｍ3） 
0.1 0.1 0.5 0.1 

水銀（μg/Nｍ3） 30 30 50 50 

※ 現西部総合処理センターでは、149 ppm 相当 

 ５ 環境保全目標 

④ 騒音・振動 
騒音は、第３種地域、振動は、第２種

地域の規制基準を満足するものとする。 
 

項 目 基準値 

騒音 昼間（8時～18時） ６５ｄＢ 

朝・夕（6時～8時） 

（18時～22時） 
６０ｄＢ 

夜間（22時～翌日6時） ５０ｄＢ 

振動 昼間（8時～19時） ６５ｄＢ 

夜間（19時～翌日8時） ６０ｄＢ 
特別養護老人ホーム西宮恵泉の敷地の周囲おおむ
ね５０m の区域内における規制基準は５デシベル
減じた値とする。 

① 環境事業部庁舎への送電 

将来的に環境事業部庁舎で使用する熱及び電力については、新焼却施設の発電電力を

利用することを推奨し、環境事業部庁舎への電力供給に必要な設備を本計画で設ける。 

 

 

② 充電スタンドの設置（EV公用車、EVごみ収集車） 

EV 公用車用については、新焼却施設側に充電スタンドを設置することとし、災害

時は市民に開放する。EV ごみ収集車用については、新焼却施設の敷地が狭小のた

め、大規模な設備の設置は困難であるので、市のＥＶごみ収集車の導入方針（時期、

台数、充電方式）に合わせて、可能な範囲で設備を設けることとする。 

 

⑤ 焼却灰及び飛灰 

下記基準を満足するほか、大阪湾広域臨海環境

整備センターの受入基準を満足するものとする。 
 

項目 基準値 

焼却灰 熱しゃく減量 5％以下 

飛灰 

アルキル水銀化合物 検出されないこと 

水銀又はその化合物 0.005mg/L 以下 

カドミウム又はその化合物 0.09mg/L 以下 

鉛又はその化合物 0.3mg/L 以下 

六価クロム化合物 1.5mg/L 以下 

砒素又はその化合物 0.3mg/L 以下 

セレン又はその化合物 0.3mg/L 以下 

1,4-ジオキサン 0.5mg/L 以下 

ダイオキシン類 ３ng-TEQ/g 以下 

 

② 排水 

生活排水及びプラント排

水は下水道放流するため、

下水道排除基準を満足する

ものとする。 

 

③ 悪臭 

悪臭防止法の規制基準を

満足するものとする。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ９ 全体配置計画図 

・ごみ処理の過程に沿って見学できる見学ルートの設置により、ごみ

処理の流れをわかりやすい形で伝えることができるものとする。 
 
・見学者が安全かつ快適に見学・学習できる環境となるように、バリ

アフリー計画及び避難計画を十分考慮した見学ルートとする。 
 
・体験装置等については社会情勢の変化を踏まえ、５年程度で適宜更

新を図る。 
 
・団体での見学は申込制とし、個人や家族単位などでの見学は申込な

しの自由見学とする。 
 
・申込み見学の対象は、プラットホーム、ごみピット（2 段ピットの

場合は受入ピットと攪拌ピットの両方）、焼却炉室、排ガス処理

室、灰ピット、中央制御室、蒸気タービン発電機室を必須とする。 
 
・自由見学の対象は、プラットホーム、ごみピット、焼却炉室、中央

制御室を必須とし、自由見学エリアは可能な限りワンフロアとす

る。 
 
・見学者通路は、有効幅員 2.5ｍ以上とし、見学の要所には小学生

１クラス（35 名程度）が説明を受けられるスペースのホールを設

ける。 
 
・動線上の適切な位置に見学スペースを設け、見学窓は開放感がある

もの（幅9ｍ程度）とする。 

 ８ 施設見学  ７ 防災計画  10 プラント設備基本計画 

① 強靭な廃棄物処理システム 
 

建築物の耐震化対策 ・建築物は、耐震安全性の分類を構造体Ⅱ類、

耐震化の割増係数1.25 とする。 

・建築非構造部材は、耐震安全性「A 類」、建築

設備は、耐震安全性「甲類」を満足する。 

耐水性・対浪性対策 ・TP+5.5ｍ以下の浸水時も焼却処理を継続可

能とする。 

始動用電源、燃料保

管設備 

・商用電源が遮断した状態でも、1 炉立ち上げ

ることができる発電機を設置する。始動用電

源は、浸水対策及び津波対策が講じられた場

所に設置する。 

 

② 災害時の廃棄物処理拠点としての機能 
 
周辺施設への電力及び

熱の供給 

自営線により環境事業部庁舎への電力供給

する。 

充電スタンドの開放及

びＥＶ公用車の避難所

への提供 

災害時に EV 車用充電スタンドを市民に開

放するとともに、新焼却施設で充電したＥ

Ｖ公用車を避難所に配車し、避難所の電源

として利用する。 

津波避難ビルへの指定 新焼却施設を津波避難ビルとして指定し、

200 人以上が避難可能な施設とする。 

 

【 現状 】                              【 令和14年度以降 】                          【 令和17年度以降 】 

【基本処理フロー（参考）】 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 概算事業費 
 
施設整備費 

約605億円（税込み） 

 
運営・維持管理費等（20年間） 

約263億円（税込み） 

 12 財源計画 
 

項目 税込み額 

施設整備費 交付金 交付率1/2 45 億円 

交付率1/3 119 億円 

地方債 330 億円 

一般財源 111 億円 

合計 605 億円 

運営・ 

維持管理費等 

（20年間） 

一般財源 運営・維持管理費 247 億円 

売電インセンティブ 16 億円 

合計 263 億円 

概算事業費 総計 868 億円 

 

① 事業方式 

ハイブリッド型直営方式 

全業務を直営で行う「直営方式」、全業務を民間委託する「運営委

託方式」、直営部分と民間委託部分を複合した「ハイブリッド型直営

方式」を比較した結果、能率的な廃棄物処理に優れ、行政の一般廃棄

物に対する処理責任および技能・技術の継承、ともに優れた『ハイブ

リッド型直営方式』とする。 

 

② 運営期間 

20年間 

 13 事業方式 

 14 事業スケジュール 

 11 運営・維持管理基本計画 

主な業務範囲を以下に示す。 

 
業務区分 業務内容 市 事業者 

市の業務 

モニタリング 

・ 事業全体の監視 

・ 維持管理状況の監視 

・ 運転状況の監視 

○ 

○ 

○ 

－ 

－ 

－ 

その他関連業務 

・ ごみの搬入・焼却残渣の搬出 

・ 上記に係る搬出入計画 

・ 関係官庁等への手続き 

・ 法令義務化工事・延命化工事 

・ ごみ分別の啓発・見学者対応 

・ 売電 

○ 

○ 

〇 

○ 

〇 

○ 

△ 

△ 

△ 

△ 

△ 

△ 

従事者管理 
・ 総括責任者・有資格者の確保 

・ 運営管理職員の確保等 

〇注１ 

〇注１ 

〇注２ 

○  

運営・維持管

理業務 

計画準備業務 

・ 計画書等の整備 

・ 労働安全衛生・作業環境保全 

・ 防災管理・運転マニュアル等の作成更新 

・ 研修計画書作成・研修実施 

・ 保険の加入等・ISO認証取得等 

〇注１ 

〇注１ 

〇注１ 

〇注１ 

〇注１ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

受入管理業務 

・ 案内指示・受付確認 

・ 計量・レシート発行・伝票類整理 

・ 車両誘導・不適物除去等 

〇 

〇 

〇 

－ 

－ 

－ 

運転管理業務 

・ 運転計画（焼却・発電） 

・ 運転操作・運転管理基準遵守 

・ 日常点検整備作業・簡易修繕 

－ 

△注4 

△注4 

○ 

○ 

○ 

維持管理業務 

・ 用役等調達・管理 

・ 法定点検整備・検査等 

・ 点検補修（定常補修・大規模補修） 

・ 検査分析・機能検査 

△注4 

△注4 

－ 

－ 

○ 

○ 

○ 

○ 

情報管理業務 

・ データ総合管理装置の運用、管理 

・ 報告書の作成と管理 

・ 竣工図書等の書類の把握と管理 

〇注１ 

〇注１ 

－ 

○ 

○ 

○ 

関連業務 

・ 清掃（施設内・外構・植栽等）・保全 

・ 施設警備・防犯 

・ 周辺地域対応・苦情等の処理 

・見学者対応 

〇注3 

－ 

〇 

〇 

○注3 

○ 

△ 

△ 

（凡例）○ ： 当該業務の実施主体    △ ： 当該業務を支援 

注１：市の業務範囲に関する事   

注２：電気主任技術者、ボイラータービン主任技術者、その他運営に必要な資格  

注3：事業者が清掃保全する範囲は、中央フェンスより施設側敷地内全般とし、市執務部分も含むものとする。 

注4：市が行う受入管理業務に関連する機器の一部については市の業務に含むものとする。 

 

① 事業者選定方式 

総合評価一般競争入札 

② 発注方法 

設計・施工及び運営・維持管理（市業務範囲除く）一括発注方式 

：市の事務 ：事業者の事務

☆R7年1月：実施方針公表

☆R7年7月：入札公告

☆R8年4月：落札者決定

☆R8年7月：事業契約

既存破砕選別施設 既存焼却施設 竣工△

実施設計 着工 外構工事

令和11年度
（2029年度）

令和12年度
（2030年度）

4 7 10 1 4 7 10 1

跡
地
整
備

① 方針検討

② 計画

③ 外構工事

⑦ 試運転

⑧ 運転・維持管理

⑤ 解体工事

事業者事務の内容

建
設
・
維
持
管
理

⑥
建設工事
（実施設計含む）

調
査
・
計
画

① 生活環境影響調査

② 事業者選定

施
工
管
理
・

維
持
管
理

③ 建設工事施工管理

④
維持管理
モニタリング

14 7 10 1 4 7 10 1 4 7 1014 710 1 10 1 4 7 107 10 1 4 710 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4

令和17年度
（2035年度）市事務の内容

令和6年度
（2024年度）
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ごみの全量受入 令和14年3月

新焼却施設稼働開始 令和14年6月


